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く
防
犯
カ
メ
ラ
と
し
て
活
用
す

べ
き
と
考
え
る
が
、
見
解
を
聞

き
た
い
。

答
弁

ド
ラ
イ
ブ
レ
コ
ー
ダ
ー

稼
働
中
の
表
示
は
、
犯
罪
の
抑

止
効
果
が
期
待
で
き
る
た
め
、

搭
載
車
両
の
表
示
が
容
易
に
視

認
で
き
る
よ
う
対
応
し
て
い
く
。

ま
た
、
財
政
負
担
を
考
慮
し
な

が
ら
、
搭
載
率
を
１
０
０
％
に

近
づ
け
る
よ
う
、
計
画
的
に
取

り
組
ん
で
い
く
。

に
ぎ
わ
い
あ
る
商
店
街

消
費
者
等
と
の
連
携
を

柳
沢　

潤
次	

	（
日
本
共
産
党
藤
沢
市
議
会
議
員
団
）

質
問

地
域
の
商
店
街
を
復
活

さ
せ
る
た
め
に
、
農
業
、
漁
業

及
び
消
費
者
と
の
連
携
を
具
体

的
に
進
め
る
必
要
が
あ
る
と
考

え
る
が
、
見
解
を
聞
き
た
い
。

答
弁

市
内
商
店
街
と
農
業
・

水
産
業
の
生
産
者
、
そ
し
て
消

費
者
を
つ
な
げ
る
事
業
と
し
て

藤
沢
産
利
用
推
進
店
制
度
が
あ

り
、
地
産
地
消
の
推
進
や
地
場

農
水
産
物
の
消
費
拡
大
の
ほ
か
、

商
店
街
活
性
化
に
つ
な
が
る
事

業
で
あ
る
と
期
待
し
て
い
る
。

ま
た
消
費
者
と
の
連
携
と
し
て
、

ま
ち
ゼ
ミ
や
各
商
店
街
独
自
の

イ
ベ
ン
ト
等
で
、
各
店
舗
と
一

般
の
消
費
者
が
顔
見
知
り
に
な

る
関
係
づ
く
り
を
進
め
て
お
り
、

そ
れ
を
き
っ
か
け
に
商
店
街
の

振
興
に
も
つ
な
げ
ら
れ
る
よ
う

商
店
会
連
合
会
と
協
力
し
て
事

業
を
進
め
て
い
る
。

質
問

地
域
経
済
振
興
策
と
し

て
、
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
助
成
制

度
の
復
活
と
、
商
店
リ
フ
ォ
ー

ム
助
成
制
度
の
創
設
を
す
べ
き

と
考
え
る
が
見
解
を
聞
き
た
い
。

答
弁

本
市
で
は
、
平
成
25
年

度
か
ら
個
人
所
有
の
住
宅
を
対

象
に
実
施
し
て
い
た
住
宅
リ
フ

ォ
ー
ム
助
成
制
度
を
見
直
し
、

30
年
度
か
ら
は
対
象
を
店
舗
等

に
も
拡
大
し
、
リ
フ
ォ
ー
ム
資

金
の
借
り
入
れ
に
対
す
る
利
子

補
給
の
新
制
度
に
転
換
し
て
い

る
。
今
後
は
、
引
き
続
き
制
度

の
周
知
に
努
め
る
と
と
も
に
、

よ
り
活
用
い
た
だ
け
る
よ
う
経

済
団
体
の
意
見
も
聞
き
な
が
ら
、

必
要
な
見
直
し
を
行
っ
て
い
く
。

を
な
く
し
、
正
し
い
理
解
を
促

進
す
る
取
り
組
み
が
行
わ
れ
て

い
る
。
本
市
で
も
、
性
自
認

（
※
２
）
や
性
的
指
向
等
を
理

由
に
差
別
さ
れ
る
こ
と
が
な
い

よ
う
、
市
民
へ
の
意
識
啓
発
を

図
る
と
と
も
に
、
庁
内
各
課
及

び
関
係
機
関
と
連
携
し
て
、
セ

ク
シ
ュ
ア
ル
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

の
方
へ
の
支
援
を
推
進
し
て
い

る
。支

援
策
の
一
つ
と
し
て
、
同

性
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
制
度
が

あ
り
、
東
京
都
渋
谷
区
が
平
成

27
年
４
月
に
初
め
て
導
入
し
て

以
来
、
令
和
元
年
９
月
初
旬
ま

で
に
全
国
で
26
の
自
治
体
が
導

入
し
て
い
る
。

現
在
、
本
市
で
は
、
既
に
制

度
を
導
入
し
て
い
る
自
治
体
の

先
進
的
な
事
例
を
調
査
し
て
お

り
、
今
後
も
さ
ま
ざ
ま
な
立
場

の
方
の
意
見
を
聞
き
な
が
ら
研

直
す
上
で
は
、
関
係
団
体
等
に

対
し
て
丁
寧
な
説
明
を
行
い
、

将
来
に
向
け
、
よ
り
よ
い
事
務

事
業
と
な
る
よ
う
進
め
て
い
く
。

質
問

行
財
政
改
革
２
０
２
０

は
年
々
ス
ケ
ー
ル
が
小
さ
く
な

っ
て
い
る
。
財
源
不
足
の
収
支

改
革
等
に
大
胆
に
切
り
込
ん
で

い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
、

今
後
の
進
め
方
を
聞
き
た
い
。

答
弁

行
財
政
改
革
２
０
２
０

は
、
令
和
２
年
度
が
取
り
組
み

の
最
終
年
度
で
、
現
在
、
目
標

達
成
に
向
け
進
め
て
い
る
。
３

年
度
か
ら
は
、
行
財
政
改
革
２	

０
２
０
の
評
価･

検
証
と
並
行

し
て
、
新
た
な
行
財
政
改
革
の

取
り
組
み
が
必
要
で
あ
る
と
考

え
、
今
後
の
財
政
見
通
し
や
人

口
減
少
社
会
を
見
据
え
た
上
で
、

持
続
可
能
な
市
政
運
営
に
資
す

る
取
り
組
み
が
で
き
る
よ
う
検

討
し
て
い
く
。

活
用
が
可
能
と
考
え
て
い
る
。

質
問

子
ど
も
の
登
下
校
時
に

も
公
用
車
は
走
行
し
て
お
り
、

ド
ラ
イ
ブ
レ
コ
ー
ダ
ー
稼
働
中

等
と
表
示
す
る
こ
と
で
、
犯
罪

の
抑
止
効
果
が
あ
る
と
考
え
る
。

全
て
の
公
用
車
に
設
置
し
、
動

ど
も
た
ち
が
安
心
し
て
学
校
生

活
を
送
れ
る
よ
う
取
り
組
ん
で

い
く
。

同
性
パ
ー
ト
ナ
ー
制
度

差
別
の
な
い
社
会
を

味
村　

耕
太
郎	

	（
日
本
共
産
党
藤
沢
市
議
会
議
員
団
）

質
問

性
の
多
様
性
を
認
め
合

い
、
誰
も
が
個
人
の
尊
厳
を
尊

重
さ
れ
る
社
会
の
実
現
を
求
め

る
動
き
が
広
が
り
を
見
せ
て
い

る
。
本
市
も
こ
の
よ
う
な
流
れ

を
見
据
え
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ

プ
制
度
を
創
設
し
、
性
の
多
様

性
と
個
人
の
尊
厳
が
尊
重
さ
れ

る
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
べ
き

と
考
え
る
が
、
市
の
見
解
を
聞

き
た
い
。

答
弁

近
年
、セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
認
知
が
広
ま

り
つ
つ
あ
る
中
で
、
国
や
地
方

公
共
団
体
で
は
、
偏
見
や
差
別

究
し
て
い
く
。

新
た
な
行
財
政
改
革

持
続
可
能
な
市
政
運
営

井
上　

裕
介	

	

（
市
民
ク
ラ
ブ
藤
沢
）

質
問

藤
沢
市
行
財
政
改
革
２ 

０
２
０
に
よ
り
事
業
の
見
直
し

を
進
め
て
い
る
が
、
検
討
対
象

の
中
に
は
市
民
の
理
解
を
得
に

く
い
事
業
も
あ
る
。
当
事
者
の

視
点
に
立
つ
必
要
が
あ
る
と
考

え
る
が
、
見
解
を
聞
き
た
い
。

答
弁

見
直
し
検
討
対
象
事
業

は
、
市
に
裁
量
の
あ
る
事
業
の

中
か
ら
、
一
定
の
抽
出
条
件
に

該
当
し
た
事
業
の
う
ち
、
市
民

周
知
を
図
り
な
が
ら
検
討
を
進

め
る
事
業
等
を
選
定
し
て
い
る
。

将
来
課
題
を
踏
ま
え
、
持
続
可

能
性
等
の
視
点
か
ら
、
事
業
を

抜
本
的
に
見
直
す
機
会
と
も
捉

え
て
取
り
組
み
を
進
め
る
。
見

収
集
を
行
っ
て
い
く
。

ド
ラ
イ
ブ
レ
コ
ー
ダ
ー

防
犯
対
策
へ
の
活
用
を

西　

智	
	

（
市
民
ク
ラ
ブ
藤
沢
）

質
問

何
か
を
し
な
が
ら
パ
ト

ロ
ー
ル
を
す
る
「
な
が
ら
見
守

り
活
動
」
の
一
つ
と
し
て
、
他

市
で
は
公
用
車
に
ド
ラ
イ
ブ
レ

コ
ー
ダ
ー
を
設
置
し
て
い
る
事

例
が
あ
る
。
本
市
で
も
一
部
の

公
用
車
に
設
置
が
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
の
効
果
を
聞
き
た
い
。

答
弁

本
市
で
は
、
消
防
車
両

を
除
い
た
公
用
車
の
う
ち
、
約

25
％
に
ド
ラ
イ
ブ
レ
コ
ー
ダ
ー

を
搭
載
し
て
い
る
。
設
置
効
果

は
、
主
に
交
通
事
故
が
発
生
し

た
際
の
民
事
上
の
責
任
分
担
等

を
決
定
す
る
た
め
に
有
効
で
あ

る
と
認
識
し
て
い
る
。
ま
た
、

事
故
に
結
び
つ
く
事
例
の
状
況

確
認
や
原
因
究
明
、
事
故
防
止

対
策
や
交
通
安
全
教
育
等
へ
の

の
見
解
を
聞
き
た
い
。

答
弁

学
校
で
は
、
児
童
生
徒

の
病
状
に
即
し
た
発
達
段
階
に

応
じ
た
サ
ポ
ー
ト
や
自
己
管
理

が
で
き
る
よ
う
支
援
し
て
い
る
。

医
師
の
指
示
に
よ
り
運
動
量
の

調
整
等
を
行
う
ほ
か
、
一
人
で

不
安
を
抱
え
な
い
よ
う
精
神
的

な
ケ
ア
に
も
配
慮
し
、
適
切
な

支
援
を
行
っ
て
い
る
。

教
職
員
が
１
型
糖
尿
病
の
児

童
生
徒
に
対
す
る
理
解
を
深
め
、

保
護
者
と
情
報
共
有
し
、
支
援

を
行
う
こ
と
は
重
要
で
あ
り
、

あ
わ
せ
て
、
周
り
の
児
童
生
徒

が
疾
患
に
配
慮
す
る
な
ど
、
互

い
に
支
え
合
う
こ
と
も
大
切
と

考
え
て
い
る
。

今
後
は
、
１
型
糖
尿
病
の
症

状
や
支
援
へ
の
理
解
を
深
め
る

た
め
、
文
部
科
学
省
紹
介
の
冊

子
の
配
布
や
、
専
門
医
師
に
よ

る
研
修
を
計
画
し
、
全
て
の
子

と
い
う
見
解
は
国
か
ら
示
さ
れ

て
い
な
い
が
、
そ
の
安
全
性
を

疑
問
視
す
る
報
道
は
認
識
し
て

い
る
。
大
庭
台
墓
園
で
は
、
市

民
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
や
指
摘

を
受
け
て
お
り
、
グ
リ
ホ
サ
ー

ト
を
含
ま
な
い
他
の
除
草
剤
を

散
布
す
る
よ
う
検
討
を
進
め
て

い
く
。

な
お
、
本
市
の
公
共
施
設
全

体
で
の
除
草
剤
の
使
用
は
、
施

設
管
理
者
ご
と
に
管
理
状
況
や

形
態
に
よ
り
判
断
し
て
お
り
、

ま
た
、
保
健
所
で
は
、
グ
リ
ホ

サ
ー
ト
が
毒
物
及
び
劇
物
取
締

法
で
定
義
さ
れ
る
も
の
で
は
な

い
た
め
、
そ
の
使
用
状
況
は
把

握
し
て
い
な
い
。

グ
リ
ホ
サ
ー
ト
含
有
除
草
剤

の
公
共
施
設
で
の
使
用
は
、
使

用
量
や
濃
度
等
の
基
準
を
遵
守

し
、
飛
散
防
止
対
策
を
行
う
な

ど
適
正
に
使
用
す
る
こ
と
が
肝

要
で
あ
り
、
今
後
も
、
引
き
続

き
国
の
動
向
等
の
必
要
な
情
報

紛
争
解
決
を
専
門
と
す
る
相
談

員
の
配
置
や
、
調
整
委
員
会
等

の
設
置
の
必
要
性
な
ど
、
先
行

し
て
取
り
組
ん
で
い
る
自
治
体

の
実
施
状
況
を
見
な
が
ら
研
究

し
て
い
く
。

１
型
糖
尿
病
の
支
援

教
職
員
の
研
修
を
計
画

平
川　

和
美	

	

（
藤
沢
市
公
明
党
）

質
問

１
型
糖
尿
病
（
※
１
）

の
児
童
生
徒
に
対
し
、
学
校
で

は
ど
の
よ
う
な
支
援
を
行
っ
て

い
る
の
か
聞
き
た
い
。
ま
た
、

全
教
職
員
を
対
象
に
１
型
糖
尿

病
の
研
修
会
を
開
催
す
る
こ
と

で
共
通
認
識
を
持
ち
、
体
調
不

良
時
等
に
対
処
で
き
る
と
考
え

る
。
こ
の
よ
う
な
研
修
会
の
開

催
や
、
１
型
糖
尿
病
の
児
童
生

徒
へ
の
支
援
の
あ
り
方
や
サ
ポ

ー
ト
に
対
す
る
、
教
育
委
員
会

成
に
向
け
て
、
各
地
区
の
自
治

会
・
町
内
会
連
合
会
の
総
会
等

の
場
で
周
知
し
て
い
る
。ま
た
、

地
域
住
民
に
参
加
い
た
だ
い
て

い
る
訓
練
事
例
を
委
員
会
に
周

知
し
、
訓
練
実
施
を
促
す
と
と

も
に
、
訓
練
結
果
を
踏
ま
え
た

避
難
施
設
ご
と
の
マ
ニ
ュ
ア
ル

づ
く
り
を
支
援
し
て
い
く
。

グ
リ
ホ
サ
ー
ト
除
草
剤

使
用
し
な
い
方
針
を

谷
津　

英
美	

	

（
民
主
・
無
所
属
ク
ラ
ブ
）

質
問

グ
リ
ホ
サ
ー
ト
を
主
成

分
と
す
る
除
草
剤
は
、
発
が
ん

性
や
胎
児
等
へ
の
影
響
が
指
摘

さ
れ
、
国
際
的
に
規
制
強
化
さ

れ
て
い
る
が
、
日
本
で
は
規
制

緩
和
さ
れ
て
い
る
。
市
の
公
共

施
設
全
体
で
は
、
今
後
、
使
用

を
し
な
い
方
針
を
示
す
べ
き
と

考
え
る
が
、見
解
を
聞
き
た
い
。

答
弁

グ
リ
ホ
サ
ー
ト
含
有
除

草
剤
の
安
全
性
に
問
題
が
あ
る

障
が
い
者
差
別
解
消
法
に
は
限

界
が
あ
る
と
考
え
る
。
市
で
も

条
例
、
ま
た
は
、
裁
判
に
よ
ら

な
い
紛
争
解
決
制
度
を
検
討
す

る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
、

見
解
を
聞
き
た
い
。

答
弁

障
が
い
者
差
別
解
消
法

は
、
障
が
い
を
理
由
に
差
別
を

解
消
す
る
支
援
措
置
と
し
て
、

相
談
及
び
紛
争
防
止
等
の
体
制

整
備
を
規
定
し
て
い
る
。

本
市
で
は
障
が
い
者
差
別
に

関
す
る
相
談
を
受
け
た
際
に
、

相
談
者
と
相
手
側
の
双
方
か
ら

相
談
の
経
緯
や
事
実
関
係
を
丁

寧
に
聞
き
取
り
、
双
方
に
助
言

を
行
う
な
ど
、
解
決
の
た
め
の

調
整
等
を
行
っ
て
い
る
。

現
時
点
で
制
度
化
ま
で
は
考

え
て
い
な
い
が
、
条
例
を
制
定

し
、
調
整
委
員
会
に
よ
る
あ
っ

せ
ん
を
行
っ
て
い
る
他
自
治
体

も
あ
る
こ
と
か
ら
、
今
後
は
、

竹
村　

雅
夫	

	

（
民
主
・
無
所
属
ク
ラ
ブ
）

質
問

市
が
設
置
す
る
障
が
い

者
差
別
解
消
支
援
地
域
協
議
会

は
相
談
支
援
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
が
、
紛
争
解
決
の
仕
組
み

が
な
い
こ
と
や
合
理
的
配
慮
の

提
供
が
民
間
事
業
者
の
努
力
義

務
に
過
ぎ
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、

堺　

英
明	

	

（
ふ
じ
さ
わ
湘
風
会
）

質
問

プ
ロ
ス
ポ
ー
ツ
チ
ー
ム

の
誘
致
は
、
地
域
活
性
化
の
ま

た
と
な
い
チ
ャ
ン
ス
で
あ
り
、

誘
致
の
前
提
と
な
る
競
技
施
設

の
新
設
計
画
を
積
極
的
に
進
め

る
べ
き
と
考
え
る
。
プ
ロ
球
団

誘
致
構
想
に
つ
い
て
、
市
の
見

解
を
聞
き
た
い
。

答
弁

本
市
の
ス
ポ
ー
ツ
施
設

で
は
全
国
規
模
の
大
会
の
開
催

実
績
も
あ
る
が
、
交
通
渋
滞
や

騒
音
・
声
援
等
、
施
設
周
辺
の

環
境
へ
の
対
策
が
整
っ
て
い
な

い
。
プ
ロ
ス
ポ
ー
ツ
チ
ー
ム
の

拠
点
施
設
の
新
設
は
、
ス
ポ
ー

ツ
推
進
の
上
で
重
要
な
手
段
と

な
る
が
、
地
元
住
民
と
の
合
意

形
成
、
用
地
や
財
源
等
、
施
設

整
備
に
当
た
っ
て
の
諸
課
題
が

あ
る
。
一
方
で
、
プ
ロ
ス
ポ
ー

ツ
チ
ー
ム
の
誘
致
に
よ
り
、
市

内
外
か
ら
多
く
の
観
客
が
見
込

ま
れ
、
経
済
効
果
も
期
待
で
き
、

ス
ポ
ー
ツ
振
興
を
通
じ
て
本
市

が
湘
南
の
元
気
都
市
と
し
て
活

性
化
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

地
元
住
民
の
生
活
環
境
へ
与

え
る
影
響
や
既
存
ス
ポ
ー
ツ
団

体
と
の
調
整
及
び
財
政
負
担
等

の
課
題
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
、

ま
ず
は
、
市
民
や
関
係
団
体
等

の
機
運
が
盛
り
上
が
る
こ
と
が

重
要
で
あ
り
、
機
運
の
高
ま
り

を
見
極
め
た
上
で
、
誘
致
の
検

討
に
入
っ
て
い
き
た
い
。

災
害
時
の
避
難
施
設

地
域
市
民
の
家
を
活
用

石
井　

世
悟	

	

（
市
民
ク
ラ
ブ
藤
沢
）

質
問

災
害
の
状
況
に
よ
っ
て

は
避
難
施
設
が
不
足
す
る
と
の

こ
と
だ
が
、
地
域
市
民
の
家
の

活
用
が
有
効
と
考
え
る
。
市
の

見
解
を
聞
き
た
い
。

答
弁

本
市
で
は
効
率
的
な
施

設
運
営
の
観
点
か
ら
、
一
定
規

模
以
上
の
施
設
を
避
難
施
設
に

指
定
し
て
い
る
。
地
域
市
民
の

家
は
、
一
部
を
水
害
避
難
所
に

指
定
し
て
い
る
が
、
小
規
模
施

設
で
あ
る
た
め
、
避
難
施
設
に

は
位
置
づ
け
て
い
な
い
。
大
規

模
災
害
時
に
は
避
難
施
設
の
不

足
が
想
定
さ
れ
る
た
め
、
被
災

者
支
援
等
の
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
、

施
設
の
安
全
性
を
確
認
し
た
上

で
、
近
隣
避
難
施
設
の
補
完
的

施
設
と
し
て
の
有
効
活
用
を
図

っ
て
い
く
。

質
問

避
難
施
設
運
営
マ
ニ
ュ

ア
ル
に
つ
い
て
、周
知
を
図
り
、

活
用
を
促
す
こ
と
が
重
要
と
考

え
る
が
、
見
解
を
聞
き
た
い
。

答
弁

避
難
施
設
運
営
委
員
会

で
は
、
地
域
の
実
情
に
合
わ
せ

た
施
設
ご
と
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
作

（※１）１型糖尿病…自己免疫等が関係して膵臓のインシュリンを出す細胞が壊される病気。
（※２）性自認…自分が男あるいは女であるという、性別に関する自己認知。

ス
ポ
ー
ツ
施
設
新
設
に
よ
る
地
域
活
性
化

市
民
等
の
機
運
の
高
ま
り
を
見
極
め
る

プ
ロ
ス
ポ
ー
ツ
チ
ー
ム
の
誘
致

調整委員会等の必要性を研究

紛 争解決の仕組み
障がい者差別解消

スポーツを通じて湘南の元気都市を実現する＝秋葉台文化体育館

動く防犯カメラとして活用が期待されるドライブレコーダー

⑸


